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令和５年６月２２日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における 

サービスの併用について」の訂正について（通知） 

 

 

日頃は、介護保険行政にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和５年６月２２日付事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における

サービスの併用について」に誤りがありましたので、謹んでお詫び申し上げますとと

もに、別紙のとおり訂正いたします。 

 

 

 

 

 

みよし広域連合介護保険センター   

 担当 地域支援係 松下       

 TEL0883-76-0030 FAX0883-76-0033  

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

総合事業の利用回数について 

 

【訪問型】 

訪問型 

サービス 

従前相当 

（介護予防訪問介護相当サービス） 
訪問型サービスＡ 

週１回程度 週２回程度 週３回程度 週１回程度 週２回程度 
週３回 

月４回まで 月５～８回まで 月９～１２回まで 月４回まで 月５～８回まで 

事業対象者 ○ ○ ○ ○ ○ × 

要 支 援 １ ○ ○ × ○ ○ × 

要 支 援 ２ ○ ○ ○ ○ ○ × 

〇従前相当と訪問型サービスＡを併用する場合 

利用回数の合計が従前相当の利用上限を超えないこと 

   ・事業対象者 … 従前相当＋訪問型サービスＡ 週３回程度まで 

   ・要 支 援 １ … 従前相当＋訪問型サービスＡ 週２回程度まで 

   ・要 支 援 ２ … 従前相当＋訪問型サービスＡ 週３回程度まで 

  ※介護報酬の請求に当たっては、従前相当と訪問型サービスＡは個別に請求します 

 

【通所型】 

通所型 

サービス 

従前相当 

（介護予防通所介護相当サービス） 
通所型サービスＡ 

週１回程度 週２回程度 週１回程度 週２回程度 

月４回まで 月５～８回まで 月４回まで 月５～８回まで 

事業対象者 ○ ○ ○ ○ 

要 支 援 １ ○ × ○ × 

要 支 援 ２ ○ ○ ○ ○ 

〇従前相当と通所型サービスＡは併用できません 

 

 

※訪問型と通所型の併用については、利用回数の上限は個別に適用 

（訪問型で週１～３回程度利用＋通所型で週１～２回程度利用が可能） 


